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各事業の詳細・各種問い合わせは別紙折込チラシをご覧ください。各事業の詳細・各種問い合わせは別紙折込チラシをご覧ください。
各種申請様式は町のＨＰからご確認ください（右ＱＲコードから）。または、申請各種申請様式は町のＨＰからご確認ください（右ＱＲコードから）。または、申請
先までお越しください。先までお越しください。
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省 エ ネ 住 宅 リ フ ォ ー ム ・ 高 効 率 設 備 機 器 導 入 等 促 進 事 業
二酸化炭素排出量の削減に向けて、自ら居住する住宅の省エネ化に資する機器導入や住宅改修
に必要な経費の一部を支援する。ただし、町内に本店を置く事業者が施工するものに限る。
＜補助対象＞� 町内に住所を有する者
＜補助割合＞� 対象経費①を実施：�事業費の1/3以内（補助金下限100千円・補助金上限300千円）
� � 対象経費②・③のいずれかを実施：�事業費の 1/3 以内（補助金上限 200 千円）�

ただし、補助上限は最大 500 千円とする。
＜対象経費＞�［住宅整備］� ①住宅の断熱性能を向上させるために必要な経費
� � ［機器整備］� ②主要な居室を LED照明化の変更に必要な経費
� � � � ③高効率設備機器交換の変更に必要な経費
� � � （エコジョーズ・エコフィール・エコキュート・エネファームが対象）
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新規就業者・就労者が地域産業の維持・発展のため、当該業種に必要な資格・免許取得に必要
な経費の一部を支援
＜補助対象＞� 町内で事業を営む中小企業法等に基づく中小企業者・団体（個人事業主を含む）
＜補助割合＞� 事業費の 1/2 以内（補助金下限 20 千円・補助金上限 100 千円）
＜対象経費＞� 対象者は以下の全ての条件を満たすものとする。
� � ①町内に住所を有し、居住している者
� � ②�町内事業所（個人事業および後継者、新規経営者含む。）に勤務して 6ケ月

以上 3年未満の者（ただし、町長が認める者はこの限りではない。）
� � ③期間の定めのない雇用形態である者
� � （�ただし、地域おこし協力隊や後継者、新規経営者、その他町長が認める者は

この限りではない。）

新 規 就 労 者 ・ 就 業 者 等 人 材 育 成 支 援 事 業06

町内に所在する事業者が社員専用住宅を新たに整備する場合に支援
＜補助対象＞� 町内で事業を営む中小企業法等に基づく中小企業者・団体（個人事業主を含む）
＜補助割合＞� 事業費の 1/2 以内（補助金下限 200 千円・補助金上限 3,000 千円）
＜対象経費＞� 社員専用住宅として整備に必要な経費

社 宅 整 備 支 援 事 業04

事業者が自ら行う求人募集等を行う場合に支援
＜補助対象＞� 町内で事業を営む中小企業法等に基づく中小企業者・団体（個人事業主を含む）
＜補助割合＞� 事業費の 1/2 以内（補助金下限 50 千円・補助金上限 300 千円）
＜対象経費＞� 求人募集に必要な経費（広告費、イベント参加費、チラシの作成等）

企 業 求 人 募 集 等 支 援 事 業02

新たなふるさと納税返礼品の開発等にかかる費用を支援
＜補助対象＞� 補助対象者は以下の条件を全て満たすこと。
� � ①�町がふるさと納税業務を委託する中間事業者と連携を図り、魅力ある返礼品

として取り扱いが可能と判断されるもの
� � ②安定的に生産および供給体制であること
� � ③�町が掲載しているふるさと納税専用ポータルサイトに掲載や自ら多様な媒体

で商品に関する情報発信を行うこと
＜補助割合＞� 事業費の 1/2 以内（補助金下限 100 千円・補助金上限 2,000 千円）
＜対象経費＞� 返礼品開発に必要な経費（コンサル委託料や交通費、試作品費用等）

ふ る さ と 納 税 返 礼 品 開 発 等 支 援 事 業03



既 存既 存 事 業事 業

新 規新 規 事 業事 業
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�知内町への定住移住促進を図るため、町内に戸建住宅を新築する場合に支援
＜補助割合＞� 該当する項目を加算し、補助金上限 2,000 千円とする。

首都圏等から短期就労・生活体験の受入を行う事業者等に対して支援
＜補助割合＞� 定額 5千円／日（補助金上限 30 千円／回）

来町までにかかる交通費の一部を支援
＜補助割合＞� 来町に必要な経費の 1/2 以内（補助金上限 20 千円／人）

町内事業所に勤務する若手従業員の定着化を図るため、奨学金の償還を支援
＜補助割合＞� �35歳未満かつ町内に住所を有すること。ただし、国家公務員および地方公務員は

対象外とするが、町長が認める（専門性の高い職種など）ものはこの限りではない。

新 分 野 ・ 新 商 品 開 発 支 援 事 業

地 域 資 源 等 魅 力 発 信 支 援 事 業

奨 学 金 償 還 応 援 事 業

先 進 技 術 導 入 等 に よ る 省 力 化 ・ 省 エ ネ 化 支 援 事 業

短 期 就 労 体 験 促 進 支 援 事 業

短 期 就 労 体 験 受 入 れ 事 業 者 支 援 事 業

し り う ち 暮 ら し 促 進 事 業

新分野の進出や新たな商品の開発等に対して支援
＜補助割合＞� 事業費の 1/2 以内（補助金上限 300 千円）

地域製品やサービス等を町内外に広く情報発信する取組に対して支援
＜補助割合＞� 事業費の 1/2 以内（補助金上限 300 千円）

先進的な技術等を活用して生産性向上や省力化を図る目的で実施する調査研究事業や設備導
入に要する経費の一部を支援
＜補助割合＞� 調査研究や機器等導入等に要する経費の 30％以内（消費税を除く）
　（一般事業）補助金上限 1,000 千円　補助金下限 100 千円
　（共同事業）補助金上限 1,500 千円　補助金下限 150 千円
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地 域 経 済 循 環 事 業
住宅・付帯設備等の新増築等に係る地域材および地域製品の使用量に応じて支援する。ただし、
町内に本店を置く建設・建築事業者が施工するものに限る。
＜補助対象＞� 町内に住所を有する者
＜補助割合＞� ①構造材等：30 千円 /㎥� � ②内外装材等：3千円 /㎡
� � ③建具・造作家具等：30 千円 /0.1㎥� ④アスファルト等：2千円 /㎡
� � （補助金下限 50 千円・補助金上限 500 千円）
＜対象経費＞� 住宅・付帯設備等の新増築等に係る地域材および地域製品の整備に必要な経費
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ふるさとふるさと創生補助事業創生補助事業  ののご案内ご案内
　自ら考え、自ら実践する地域づくり事業として「ふるさと創生事業」についてご案内いたします。
令和５年度から地域のニーズに対応して、制度を一部拡充しております。


